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運営委員会便り No.2 

2024年7月4日 

美浜中学校 PTA 

会長 高橋 洋介 

７月４日（木）１９:００より図書室において第２回運営委員会を開催しましたのでご報告いたします。 

高橋会長より 

暑い中ご足労いただき誠にありがとうございます。 

総会時に PTAを変えると伝えましたが、現在新しい形を検討しております。まだ提示できるだけの

形となっておりませんが、一部にはボランティア制を導入していく方向となります。役割を強制するこ

となく、自らが挙手して生徒たちを支えるように考えております。 

次回の運営委員会では、新しい形を提示できるように検討を続けていきます。 

林校長先生より 

  本日はお忙しいところ第２回運営委員会にお集まりいただきありがとうございます。 

１学期も残りあと２週間ほどとなりました。教育活動は順調に行われ、子供たちは学校生活に意欲的

に取り組む姿がたくさん見られました。部活動の夏の大会がすでに始まっており、明日学校では壮行会

が行われます。また、７日日曜日から３年生は修学旅行に出かけます。暑さが予想されますが、思い出

に残る行事にしたいと考えています。夏休みに入りまして教育相談を実施させていただきます。短い時

間ではありますが１学期のお子様の様子をお伝えし、有意義なものにしたいと思います。ご協力をお願

いします。 

佐々木教頭先生より 

  第２回ＰＴＡ運営委員会に参集いただき誠にありがとうございます。 

昨日、研修会に参加してきました。そこでは、世間の「いじめ」の定義と、法律での「いじめ」の定

義は異なるということでした。具体的には、 

例１ 「Ａ君は、かねてから思いを寄せていたＢさんに告白した。しかしＢさんは、Ａ君と交際する

つもりはなかったので、「あなたとつきあうつもりはない」旨答えたところＡ君は、思いがか

なわないことを悟り、ショックを受けた。」 

例２ 「Ａ君は、かねてから思いを寄せていたＢさんに告白した。しかしＢさんは、Ａ君と交際する

つもりはなかったので、「なんで、そんなことを言うの」とショックを受けた。」 

「いじめ防止対策推進法」という法律を通すと、 

例１では、Ｂさんが、心身の苦痛を受けたＡ君への「いじめ」の加害者 

例２では、Ａ君が、心身の苦痛を受けたＢさんへの「いじめ」の加害者 となります。 

つまり、「法律的には『いじめ』と判断しても、すべてが厳しい指導を要するとは限らない。むしろ、

健全な人間関係形成を壊す恐れさえある。」とのことでした。 

ぜひ、子どもたちの健全な人間関係形成のため、学校とご家庭、さらには地域と力を合わせていけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 
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小井沼主幹教諭より 

本年度主幹教諭となり3か月が経ちました。学年から外れ、授業は2年生を担当していますが、1年生

から3年生までいろいろな形で関わらせていただいております。全校生徒とかかわることができるので

とても幸せです。どの生徒の活躍や笑顔の後ろには常におうちの方の支えがあることを改めて感じて

います。今後とも学校の活動にお力添えをいただきますようよろしくお願いいたします。 

【報告事項】  

（１） 合唱祭について 

➢ 10/18（金）実施予定 

➢ 1 年生が 2 クラスになったことで、競うことが難しいため、合唱祭となります。2、3 年生は例年通りの方法

で行います。保護者も観覧できます。 

（２） スポーツ大会各サークル予算  

➢ PTA 予算で確保していますが、主にソフトボール、トリムバレーでの備品購入用となっています。 

両サークルに要望を確認の上、予算を調整していきます。 

（３） はまかぜ祭について 

➢ 11/20（水）実施予定 

（４） 学校創立 40 周年について 

➢ 1 月に記念式典を予定しています。 

（５） 市 P 連主催スポーツ大会について 

➢ 9/16（月・祝）実施予定 

➢ ソフトボール男子が小学校と合同で参加予定です。 

（６） 花火大会のパトロールについて 

（７） PTA のレターボックスについて 

➢ 職員室横のレターボックスを定期的に確認してください。 

➢ 専門部ごとのボックスもあります。 

（８） 学校整備について 

➢ 5/11（土）に PTA ボランティアとして除草作業、プール清掃を行いました。 

（９） 会計より 

➢ プリンタ購入について 

➢ 市 P 連に会費振込済 

【活動報告】 

  ＜学級委員＞ 

   １年：なし 
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   ２年：活動報告:6/20 山本先生と学年活動について話し合い。 

2 学期に職業講演会を行う予定です。 

   ３年：なし 

   E 組：6/20(木)の 5・6 時間目に保護者参加型調理実習を実施。 

E 組参加者 1 組だった為、昨年同様、日頃から交流のある学習支援教室の生徒さんとその保

護者さん(希望者)、教室担当の幸田先生と『もっちもちポテトとびわ in ゼリー』を作りまし

た。今年は総勢 10 人で実施だったので、昨年とはまた違った賑やかな楽しい時間を過ごし

ました。学習支援教室の保護者の方とは、普段なかなお話する機会がなかったので、今回交

流ができてとても良かったと思います。今回参加出来なかった生徒さんへは、本人希望のお

菓子を購入して担任よりお渡しさせていただきました。 

  ＜専門部＞ 

   文化部：10 月 28 日に実施予定の芸術鑑賞教室の演目は学校と協議の上、決定いたしました。 

2 学期より校内調整に入る予定です。 

美術部の皆さんにポスターの制作をお願いする予定です。 

広報部：5/16（木）スター工房と第 1 回打ち合わせ 

5/18（土）体育祭写真撮影 

11 月発行に向けて取材等を進めています。   

校外部：活動報告:5/18 体育祭では部員各自で校庭や体育館周辺など見回りました。 

活動予定:夏休み始めに夜のパトロールを行う予定です。  

   選挙管理委員：来年度の PTA 体制について決まり次第、検討中。 

社会福祉協議会：5/10(金)社会福祉協議会会議に出席。 

年間スケジュール等 1 年間の予定について把握。 

来月から中学とのはまかぜ祭に向けた打ち合わせが始まります。 

【その他】 

➢ 運営委員会当日の資料は、プロジェクターを使った提示方法を採用し、ペーパーレス化することとなりました。 

➢ 千葉県 PTA 連絡協議会（県 P）が日本 PTA 全国協議会（日 P）の脱退を検討段階という報道につい

ては内容に誤りあり。県 P が日 P を脱退しても美浜中としては不利益なしと思われる。県 P を通じて日 P に

１人あたり年間 10 円会費を納めているのが不要になる。美浜中は県 P の保険に加入しています。 

 

 

 

ご意見・ご質問等は、PTA 本部メール（mihama.jhs.pta@gmail.com）にお寄せください。 

次回の運営委員会は、9 月 5 日（木）19：00～ 図書室での開催を予定しています。 

mailto:mihama.jhs.pta@gmail.com

